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　政務活動費とは、地方自治法に基づき、地方議会の議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一
部として支給される費用です。
　額や支給方法は、各自治体で条例により定められています。
　もとは使途が調査研究に限られていた「政務調査費」でしたが、平成24年の法改正で名称変更さ
れるとともに、使途も広がりました。具体的な使途としては、調査研究、研修、広報・広聴、会議、
資料作成、資料購入、事務費などです。これらの活動にかかる交通費、宿泊代なども含まれます。
　政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費などへの支出は認められていません。

自治体名 政務活動費の額
(年額 ) 自治体名 政務活動費の額

(年額 )

尾道市 36万円 三原市 30万円

広島市 360万円 東広島市 30万円

福山市 156万円 竹原市 24万円

呉市 60万円 大竹市 21.6 万円

三次市 36万円 江田島市 18万円

庄原市 36万円 府中市 12万円

廿日市市 36万円 広島県 420万円

安芸高田市 36万円

　

尾
道
市
で
は
政
務
活
動
費
の
使
途
の
透

明
性
を
高
め
、
各
会
派
の
活
動
内
容
を
よ

り
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
収
支
報
告
書
に

加
え
て
支
出
書
と
領
収
書
、
市
外
視
察
な

ど
の
報
告
書
を
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く

請
求
に
よ
り
公
開
し
て
い
ま
す
。
領
収
書

に
つ
い
て
は
、
１
円
の
も
の
か
ら
全
て
添

付
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

報
告
書
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議
会
事
務
局
に
請
求
す

れ
ば
、
ど
な
た
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。
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ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
調
査
研
究
費

　

会
派
等
が
行
う
市
の
事
務
、
地

方
行
財
政
等
に
関
す
る
調
査
研
究

及
び
調
査
委
託
に
関
す
る
経
費

●
研
修
費

　

会
派
等
が
研
修
会
を
開
催
す
る

た
め
に
必
要
な
経
費
及
び
団
体
等

が
開
催
す
る
研
修
会
の
参
加
に
要

す
る
経
費

●
広
報
費

　

会
派
等
が
行
う
活
動
及
び
市
政

に
つ
い
て
住
民
に
報
告
す
る
た
め

に
要
す
る
経
費

●
広
聴
費

　

会
派
等
が
行
う
住
民
か
ら
の
市

政
及
び
会
派
等
の
活
動
に
対
す
る

要
望
、
意
見
の
聴
取
、
住
民
相
談

等
の
活
動
に
要
す
る
経
費

●
要
請
及
び
陳
情
活
動
費

　

会
派
等
が
要
請
及
び
陳
情
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
経
費

●
会
議
費

　

会
派
等
が
行
う
各
種
会
議
、
団
体

等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等
各
種

会
議
へ
の
会
派
と
し
て
の
参
加
に
要

す
る
経
費

●
資
料
作
成
費

　

会
派
等
が
行
う
活
動
に
必
要
な
資

料
の
作
成
に
要
す
る
経
費

●
資
料
購
入
費

　

会
派
等
が
行
う
活
動
の
た
め
に

必
要
な
図
書
、
資
料
等
の
購
入
に

要
す
る
経
費

●
人
件
費

　

会
派
等
が
行
う
活
動
を
補
助
す

る
職
員
を
雇
用
す
る
経
費

●
事
務
所
費

　

会
派
等
が
行
う
活
動
に
必
要
な

事
務
所
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す

る
経
費

政務活動費について
≪

政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲≫

≪県内14市及び県の政務活動費の状況≫


